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③景観協定について（報告）

1

（１）船橋都市計画本町１丁目特定街区
（２）景観協議
（３）景観協定



JR船橋駅

京成船橋駅

船橋
フェイス

千葉方面→

←東京方面

市街地の整備改善
（地域施設）として
ペデストリアンデッキ
を新設します

特定街区
の区域

区域について
（１）特定街区

２

第４回審議会報告資料と同様



➢商業地としての市街地の再構築を図り、魅力ある都市景観を創出します。

➢有効な空地を確保し、歩行空間の改善及び回遊性の向上並びに地域防災に寄与する
地域施設の整備などにより都市機能を更新し、市街地の整備改善を図ります。

整備方針

整備方針等について
（１）特定街区

整備内容

３

第４回審議会報告資料と同様



計画概要について

（１）特定街区

4



船橋市特定街区運用基準に基づく景観協議

第２章 指定基準
特定街区の指定は、次の１から３までの基準に適合したもののうち、
都市計画上整備が必要であると判断される街区について行う。

３ 隣地及び周辺市街地関係
特定街区の設計に当たっては、次の各号に定める事項に配慮しなければな
らない。
（４）環境
近隣が有する地域的・社会的条件を考慮のうえ、次のアからオの定めに
従い、都市環境を損なわないように努めること。
オ 景観
船橋市景観計画に基づき、良好な都市景観の形成に努めること。

〇船橋市景観計画に基づき計画を行うよう指導
〇千葉県景観アドバイザーの派遣制度を利用し、景観協議を実施

（２）景観協議

船橋市特定街区運用基準

５

第４回審議会報告資料と同様



景観協議の実施について

（２）景観協議

６

No 実施時期 協議内容 参加者

１ 令和４年２月
駅前街歩き、基本設計段階における

景観方針に関する協議
千葉県景観アドバイザー、

事業者、市

２ 令和４年３月 No.1の景観協議に対する事業者の方針回答
千葉県景観アドバイザー、

事業者、市

３ 令和５年１０月 実施設計段階における景観の現況報告 事業者、市

４ 令和６年５月 近接景に関する協議
千葉県景観アドバイザー、

事業者、市

５ 令和６年８月 近接景に関する協議
千葉県景観アドバイザー、

事業者、市



船橋駅前から「海」・「歴史」
を感じられるデザイン
船橋駅前から「海」・「歴史」
を感じられるデザイン

海を感じる白、
歴史と調和するアースカラー

船橋駅前の森
（然づくり）

（２）景観協議

景観協議について
事業者提案内容

７

第４回審議会報告資料と同様

デザインコンセプト



船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（２）景観協議

景観協議について

景観形成の基本方針

景観協議前の事業者設計案

８

景観協議について
▪遠景
タワー部分（胴部・頂部）において空と馴染むような色彩計画（白基調）と、
市のシンボルでもある帆船の「帆」をデザインモチーフとしたデザインとする。
また、色やボリュームの分節により、圧迫感の軽減を図っている。

▪中景
道路反対側の同社が計画する物件とデザイン基調を統一させ、駅前の調和
を図っている。

▪近景
歴史的な風景や自然と調和するアースカラーをアクセントカラーとした風景を創造
する低層部の施設デザインと、船橋駅前には無い自然や緑の創造となる「船橋駅
前の森」により、新しい魅力ある景観形成を図っている。

事業者案内容

デザインコンセプト

＜現時点で想定される計画地のイメージであり、変更する場合があります。＞
8



景観協議について
（２）景観協議

９

事業者案内容

遠景のイメージ

ＢＥＦＯＲＥ

＜現時点で想定される計画地のイメージ
であり、変更する場合があります。＞



景観協議について

アドバイザー意見

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（２）景観協議

10

・事業全体の印象として、品よくまとまっており、色彩も
近年の開発に多く見られる無彩色一辺倒ではなく、ニュ
アンスのある低彩度色が要所で使われており、かつや
りすぎていない点が良い。

・ネガティブチェック的に問題はあまりないと思われる。

①全体の印象

②低層部について

③高層部について

④屋外広告物について

⑤２階広場について

⑥１階舗装について

①全体の印象

＜現時点で想定される計画地のイメージであり、
変更する場合があります。＞



11

景観協議について
（２）景観協議

アドバイザー意見/事業者対応方針 ②低層部について

ＢＥＦＯＲＥ

・過度な色使いがなく、まとまっている。

・低層部の妻面（東面）がやや単調である。

・全体に品が良い分、この場所にあるとい
う個性が感じられにくい面がある。宇都宮
駅の開発（ウツノミヤテラス）で用いられた
大谷石のように、地域性を想起させる色
や素材を使用するなど、船橋らしさの創出
を考えてほしい。

・できるなら、手すりなど人が触れるところ
に木のような自然を感じるものを入れても
らいたい。

＜アドバイザー意見＞

・妻面に対しても南側同様にバーチカルデザインを踏襲した。

・船橋らしさをデザインモチーフや素材へ変換し、例えばサインなどに
取り入れることを検討する。

・建物内部はテナント構成によって変わるため限定しづらい。2階商業
滲み出し部分の床をウッドデッキ、軒天を木調としている。

＜事業者意見＞

＜現時点で想定される計画地の
イメージであり、変更する場合
があります。＞



景観協議について
（２）景観協議

12

アドバイザー意見/事業者対応方針

高層棟については、すべての要素が無彩色（塗
装仕上げ）であり、最近のどこにでもあるタワーマ
ンションと同じように見える。
建築の固有性や場所性の創出、またコンセプトに
もなっている帆のイメージを強化するためにも、
コーナー部分など、部分的にでも低彩度の暖色を
配置することが考えられる。そのことにより、低層
部との視覚的なつながりも生まれるのではないか。

＜アドバイザー意見＞

低層部の近接景に対しては「宿場町」のモチーフの
ため、バーチカルデザインを柔らかい色調でデザイ
ンしている。対して、高層部は帆船の帆のイメージ
を強く出したいと考える。遠景では白基調のシンボ
リックな表情となることを期待しているため、あえて
低層部と高層部を切り分けていきたい。

＜事業者意見＞

③高層部について

＜現時点で想定される計画地の
イメージであり、変更する場合
があります。＞



13

・建築物や店舗デザインのみならず、広
告物や案内誘導サイン等のあり方が重
要である。

・各店舗前のアイレベルの屋外広告物
についてはにぎわい創出のため規制を
緩やかに、一方、中景、遠景で見える壁
面広告については、個々のテナントが
過度に顔出しするような状況にならない
よう注意が必要である。

＜アドバイザー意見＞

・各店舗前の屋外広告物については、
賑わい創出のため緩やかな規制になる
よう商業の事業者含め検討を行う。

・中景、遠景で見える壁面広告につい
ては、デジタルサイネージの利用や壁
面への看板設置を行うが、施設デザイ
ンの統一感を失わないよう検討を行う。

＜事業者意見＞

景観協議について
（２）景観協議

アドバイザー意見/事業者対応方針

④屋外広告物について
＜現時点で想定される計画地の
イメージであり、変更する場合
があります。＞



景観協議について
（２）景観協議

14

＜アドバイザー意見＞ ＜事業者意見＞

アドバイザー意見/事業者対応方針

・緑地やベンチについては、
元案の段階で利便性や快
適性も含め、周辺開発より
も高い水準で計画されて
いる。

・景観や利用動線的にも
考えられた配置・デザイン
となっているので、弥縫策
のように既製品のベンチを
配置するととても唐突な印
象があり、利用者としても
決して利用しやすい状況
にはなりにくいのではない
か。オープン後の対応にな
るが、移動可能な椅子な
どを利用しソフト対応とし
た方が良い。

⑤２階広場について

エリアマネジメントのイベント等において利用でき
るよう、移動可能な椅子、テント及び発電機を用
意する。その後、管理会社、コンサルタント会社
を含め運用を検討していく。

＜現時点で想定される計画地の
イメージであり、変更する場合
があります。＞

＜現時点で想定される計画地の
イメージであり、変更する場合
があります。＞

＜現時点で想定される計画地の
イメージであり、変更する場合
があります。＞



景観協議について
（２）景観協議

15

＜アドバイザー意見＞

＜事業者意見＞

歩道に合わせた貼り方としている
ため、原案としたい。
また、大きな色の変化はないの
で問題ないとも考えている。

⑥１階舗装について

アドバイザー意見/事業者対応方針

・メンテナンスにも配慮された考え方
は良い。色合いも過度な色を使用し
ていないので良い。

・ボーダーの向きについてはボー
ダーを横切るペイブメントの場合歩
行速度を遅くし、逆に進行方向と同
じ方向の場合歩行速度を遅くすると
も言われている。駅前として良いか
検討してもらいたい。

＜現時点で想定される計画地の
イメージであり、変更する場合
があります。＞



景観協議について
第４回景観総合審議会委員のご意見について

（２）景観協議
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＜現時点で想定される計画地の
イメージであり、変更する場合
があります。＞

・植栽ますがベンチを兼ねるなら、憩いのために素
材や形状を検討すべき。また、背もたれがあった
方が良い。

＜委員意見＞

＜事業者意見＞

素材はメンテナンス等を考慮し、原案のままといた
しますが、形状はR面を使用し、柔らかいデザインと
するとともに安全性に配慮したものと致します。座
面の高さは約400程度とし、一般的に座りやすい高
さを中心に、老若男女が座りやすいよう高さの異な
る計画に致します。緑と一体となったベンチは、
人々の憩いに寄与するものと考えています。

また、エリアマネジメントのイベント等において利用
できるよう、移動可能な椅子、テント及び発電機を
用意し、その後、管理会社、コンサルタント会社を
含め運用を検討していきます。

・植栽ますを兼ねたベンチは、原案とおりでも良い
が、別に高齢者等に配慮した（座面の高さ、背も
たれなど）ベンチがあると良い。

＜市意見＞

アドバイザー意見をふまえ、市としても、原案の植栽ま
すを兼ねたベンチを設置し、さらに移動可能な椅子等を
活用した、より憩える場の創出を検討いただきたい。



景観協定とは

●景観計画区域内の一団の土地の所有者等が、当該土地の区域における良好な景観の形成に

関して締結する協定（景観法第８１条第１項 抜粋）

●景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない

（景観法第８１条第４項）

【主な特徴】

・地域住民が自主的に地域の実情に合わせて、建築物や工作物等に関するルールをつくる

・一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により協定を締結

・良好な景観の形成を図るために、法令で制限できない範囲も対象

定める事項

①景観協定の目的となる土地の区域（景観協定区域）
②良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 建築物の形態意匠に関する基準
ロ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
ハ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
ニ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
ホ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
ヘ 農用地の保全又は利用に関する事項
ト その他良好な景観の形成に関する事項
③景観協定の有効期間
④景観協定に違反した場合の措置 17

（景観法第８１条第２項 抜粋）

景観協定について
（３）景観協定

第４回審議会報告資料と同様



景観協定について

景観協定の認可

①申請手続きが法令に違反しないこと
②土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものでないこと
③法第８１条第２項各号に掲げる事項について国土交通省令・農林水産省令で定める基準に適合
するものであること
（国土交通省令・農林水産省令で定める基準）
一 景観協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 法第８１条第２項第２号の良好な景観の形成のための事項は、法第８条第２項第２号
の景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に適合していなければならない。

三 法第８１条第２項第２号ヘに規定する農用地の保全又は利用に関する事項は、法第５５
条第１項の景観農業振興地域整備計画が定められている場合は、当該計画に適合して
いなければならない。

四 景観協定の有効期間は、５年以上３０年以下でなければならない。
五 景観協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであっ
てはならない。

六 景観協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
七 景観協定区域隣接地の区域は、景観協定区域との一体性を有する土地の区域でなければな
らない。

（３）景観協定

景観行政団体の長（船橋市長）は、 ①～③いずれにも該当するときは、
景観協定を認可しなければならない。

18

（景観法第８３条第１項 抜粋）

第４回審議会報告資料と同様



景観協定について

景観協定の変更

景観協定区域内における土地所有者等は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合
においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければな
らない。

（３）景観協定

19

（景観法第８４条 抜粋）

景観協定の効力

認可の公告のあった景観協定は、その公告のあった後において当該景観協定区域内の土地所有
者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

（景観法第８６条 抜粋）

変更には土地所有者等全員の合意が必要

認可の公告後に土地所有者等になった者にも効力がある



景観協定について
（３）景観協定

20

借主等の地位

景観協定に定める事項が建築物又は工作物の借主の権限に係る場合においては、その景観協定
については、当該建築物又は工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を準用する。

（景観法第９１条 抜粋）

景観協定の廃止 （景観法第８８条 抜粋）

景観協定区域内の土地所有者等は、認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、
その過半数の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

協定に定める事項が建築物又は工作物の借主の権限に関係する場合、借主も土
地所有者等とみなされる

廃止には土地所有者等の過半数の合意が必要



景観協定に定める事項
（３）景観協定

（例：店舗と広場の関係）
（例：豊かな植栽環境維持）

目的

定める事項

21

広場や植栽の維持・活用について

・駅前の良好な都市景観の形成
・特定街区の整備方針・整備内容に掲げた「賑わいづくり」「うるおいと憩いの創出」の実現

多様な振る舞いによって賑わいをもたらす広
場を整備し、船橋市の玄関口にふさわしい空
間を創出します

賑わいづくり

広場の整備は、特定街区における有効空地として
別途協定を締結する
賑わい景観の創出等について、
景観協定に定めていきたい

立体的かつ豊富なみどりにより、都市にうる
おいを与え、人々や生き物が憩うことのでき
る環境を整えます

うるおいと憩いの創出

みどりの維持や活用等について、
景観協定に定めていきたい

第４回審議会報告資料と同様



景観協定の事業者提案内容について

第１条 目的

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（３）景観協定

この「（仮称）船橋市本町１丁目計画 景観協定」（以下「本協定」という。）は、景観法（平成
１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の規定に基づき、JR船橋駅南口周辺における船

橋市の玄関口として、誰もが集いやすく、安全安心な賑わいと憩いのある駅前の良好な都
市景観の形成に向け、第４条に定める景観協定区域（以下「区域」という。）内における必
要な基準を定め、周辺の景観との調和や、多様な振る舞いによって賑わいをもたらす広場
空間や立体的かつ豊富なみどりにより憩うことのできる環境などの創出により、区域全体
の良好な景観の形成に資することを目的とする。

22

・多様な振る舞いによって賑わいをもたらす広場空間の創出
・立体的かつ豊富なみどりにより憩うことのできる環境の創出

【協定の目的】区域全体の良好な景観の形成に資する

船橋市の玄関口として、誰もが集いやすく、安全安心な賑わいと憩い
のある駅前の良好な都市景観の形成

（仮称）船橋市本町１丁目計画 景観協定（素案）



景観協定の事業者提案内容について

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（３）景観協定

本協定の目的となる土地の区域は、別図の「景観協定区域図」に表示する区域とする。

23

第４条 景観協定区域等



景観協定の事業者提案内容について

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（３）景観協定

区域内の建築物の形態意匠、位置、規模、用途及び建築設備などは、次の各号に
定める基準によらなければならない。

（１）建築物の外壁の素材と色彩は、周辺環境と調和した違和感を感じさせないもの
とする。

（２）駐輪場、物置、ごみ置場等を屋外に設置する場合は、出来るだけ公共の場所か
ら見えない位置に配置するよう努め、植栽により修景するなど周辺環境との調和に
配慮するよう努める。

（３）屋外階段や配管設備類、屋上設備類は、目立たないように建築物本体と一体
化したデザインに努める。

（４）バルコニー等の手すり、バルコニー内及び窓枠などには、景観に配慮し、洗濯
物及びふとんなどを干してはならない。

24

第５条 建築物の形態意匠及び建築設備などに関する基準

・外壁の素材と色彩は周辺環境と調和した違和感を感じさせないもの
・駐輪場等を設置する場合は、できるだけ公共の場所から見えない位置に配置、
周辺環境との調和に配慮
・屋外階段や配管設備類、屋上設備類は建築物本体と一体化したデザイン
・バルコニー等に洗濯物及びふとんを干さない



景観協定の事業者提案内容について

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（３）景観協定

区域内の工作物の形態意匠及び位置、規模、構造は、次の各号に定める基準によ
らなければならない。

（１）公共の場から見える位置に自動販売機を設置する場合、そのデザインは景観
に配慮したものとする。

（２）屋外照明は、夜間における防犯、安全性を考慮し、外部空間において適切な配
置を行うものとする。また、形態意匠及び明るさは、区域内の設えや周辺環境との
調和に配慮したものとする。

（３）建築物の屋上に設置する通信アンテナ等の設備機器類は、集約化に努める。

25

第６条 工作物の形態意匠及び位置、規模、構造に関する基準

・自動販売機のデザインは景観に配慮したもの
・屋外照明は、防犯や安全性を考慮し、適切に配置。形態意匠等は区域内空地の
設えや周辺環境との調和に配慮
・建築物の屋上に設置する通信アンテナ等の設備機器類は集約化



景観協定の事業者提案内容について

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（３）景観協定

区域内の緑化は、次の各号に定める基準によらなければならない。

（１）立体的かつ豊富なみどりを維持するため、高木・中木・低木及び生垣等の植栽
と育成に努め、雑草除去など適正に管理する。

（２）区域内の植栽は、地域の植生の保存に努める。また植栽やビオトープ等により
生物多様性への配慮に努める。

（３）四季の移ろいを感じることができるよう、高木、中木、低木、地被植物・多年草を
組み合わせた多様な植栽に努める。

26

第７条 緑化に関する基準

うるおいと憩いの創出実現のために
・立体的かつ豊富なみどりを維持するため適正な管理
・地域の植生の保存や、生物多様性への配慮
・四季の移ろいを感じる多様な植栽



景観協定の事業者提案内容について

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（３）景観協定

区域内の屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置は、次の各
号に定める基準によらなければならない。

（１）形態・色彩・意匠その他の表示方法は、周辺との調和に配慮したものとする。
（２）広告塔・広告板を設置する場合は、第１１条に定める（仮称）船橋市本町１丁
目計画 景観協定運営委員会（以下「委員会」という。）と協議し、同意を得るものと
する。

27

第８条 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

・表示方法は周辺との調和に配慮
・設置する場合には委員会と協議し、同意を得る



景観協定の事業者提案内容について

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（３）景観協定

区域内の広場の運用は、次の各号に定める基準によらなければならない。

（１）広場は、季節を感じられる行事や地域の活性化に資するイベントを開催できるよ
う、適切に維持・管理する。

（２）広場内の緑地は、季節を感じられるイルミネーション等を設置できるよう、適切に
維持・管理する。

（３）広場にイルミネーション等を設置する際は、周辺に対して過剰な明るさにならな
いよう配慮する。

28

第９条 広場に関する基準

賑わいの創出のために
・季節を感じられる行事や地域の活性化に資するイベントができるように維持・管理
・季節を感じられるイルミネーションが設置できるように維持・管理
・イルミネーション等は過剰な明るさにならないよう配慮



景観協定の事業者提案内容について

船橋駅前から「海」・「歴史」を
感じられるデザイン

（３）景観協定

１ 本協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、船橋市長の認可の公告が
あった日から起算して３年以内において区域内の土地に2以上の土地の所有者等
が存することとなった日から30年間とする。

２ 有効期間満了前に委員会に対し、１以上の土地の所有者等から本協定の内容
の変更又は廃止の意思の表示がされない場合は、さらに１０年間延長されるもの
とし、以後この例による。

29

第１４条 有効期間

・有効期間は３０年
・１条の土地所有者等から変更や廃止の意思表示がされない場合は、１０年間延長



景観協定の事業者提案内容について
第４回景観総合審議会委員の意見について

（３）景観協定

30

＜現時点で想定される計画地のイメージであり、
変更する場合があります。＞・皆が集まれて憩える場所を目指すならば、景

観協定に「老若男女が集まったり、座ったりで
きる空間づくり」といった旨記載しても良いので
はないか。

＜委員意見＞

＜事業者意見＞

＜市意見＞

第１条（目的）は、特定街区の整備方針及び景観計画の景観の保全・形成の方針に適合し、賑わいや憩い
に寄与するものと考えます。

第１条（目的）に下記のように記載いたしました。
「～JR船橋駅南口周辺における船橋市の玄関
口として、誰もが集いやすく、安全安心な賑わ
いと憩いのある駅前の良好な都市景観の形成
に向け、～」



景観協定の事業者提案内容について
第４回景観総合審議会委員の意見について

（３）景観協定
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・ＪＲや南側の形態意匠が似ている物件、今回
市に移管される道路等も景観協定に入れられ
ないか。ペデストリアンデッキは屋外広告物条
例上禁止物件なら、屋外広告物の取扱いに注
意が必要である。行政が協定に入った方が良
いのでは。

＜委員意見＞

＜事業者意見＞

＜市意見＞

特定街区の賑わいづくり及びうるおいと憩いの創出のために景観協定を事業者が締結することとなりましたの
で、特定街区の区域外については、事業者の考えを尊重いたします。
周辺を含めたエリアマネジメントの提案があるので、市もエリアマネジメントの活動に協力してまいります。

景観協定に賛同した特定街区内の所有者とい
う、同じ立場の人達で協定を自主的に運営す
ることが、適切な運営に繋がると考えているた
め、景観協定については、特定街区の区域内
のみにすることといたします。なお、エリアマネ
ジメントなどについて、今後検討する予定であ
り、活動を広げていく中で近隣の皆様と協力関
係を築いていきたいと考えております。

＜現時点で想定される計画地のイメージであり、
変更する場合があります。＞



認可までのスケジュール（案）
（３）景観協定

第５回

景観

総合

審議会

第６回

景観

総合

審議会

景観

協定

（案）の

確定

公告

縦覧

等

R6年度R６.10.7

第４回

景観

総合

審議会

R6.１.2３

景観

協定

認可

申請

景観

協定

認可

引き渡しの３年以内に
認可を行う

景観協定（素案）の作成 景観協定（案）を付議

景観協定（素案）の報告
（特定街区 近接景協議の報告）
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